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(54)【発明の名称】 乗客モニタリング車両安全シート及びモニタリング装置

(57)【要約】
【課題】  乗客の生命活動機能をモニタリングする車両
安全シート及びシステムを提供する。
【解決手段】  車両安全シートに乗せられた乗客に接す
る少なくとも１つのセンサが生命活動機能を示す電気出
力信号を発生し送信する。車両安全シートから離れた表
示装置はセンサにより送信された出力信号を受信し増幅
する受信器及び回路を具備し、表示装置は、選択された
生命活動機能を示す視覚的表示を行う。表示装置はま
た、出力信号が予め設定された範囲から逸脱した場合に
警報を与える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  車両安全シートに座らされる乗客の生命
活動機能をモニタリングするシステムを具備する乗客モ
ニタリング車両安全シートにおいて、
ａ）乗客モニタリング車両安全シートに座らされる乗客
に関する選択された生命活動機能を示す出力信号を与え
る少なくとも１つのセンサと、
ｂ）前記車両安全シートから離れた表示ユニットとを有
し、該表示ユニットが、
ｉ）前記選択された生命活動機能を示す前記出力信号を
取得する受信器と、
ii）前記選択された生命活動機能を示す視覚的表示装置
とを具備する乗客モニタリング車両安全シート。
【請求項２】  前記少なくとも１つのセンサが、前記乗
客に関する脈拍を示す信号を与えると共に、前記視覚的
表示装置が該脈拍を示す表示を行う請求項１に記載の乗
客モニタリング車両安全シート。
【請求項３】  前記少なくとも１つのセンサが、前記乗
客に関する体温を示す信号を与えると共に、前記視覚的
表示装置が該体温を示す表示を行う請求項１に記載の乗
客モニタリング車両安全シート。
【請求項４】  前記少なくとも１つのセンサが、前記乗
客に関する呼吸を示す信号を与えると共に、前記視覚的
表示装置が該呼吸を示す表示を行う請求項１に記載の乗
客モニタリング車両安全シート。
【請求項５】  前記少なくとも１つのセンサが、前記乗
客により発せられる音声を示す信号を与えると共に、前
記視覚的表示装置が該音声を示す表示を行う請求項１に
記載の乗客モニタリング車両安全シート。
【請求項６】  前記表示装置が、前記乗客により発せら
れる音声を示す音響信号に対する音響応答を与える請求
項５に記載の乗客モニタリング車両安全シート。
【請求項７】  前記少なくとも１つのセンサがブレスレ
ットに組み込まれる請求項１に記載の乗客モニタリング
車両安全シート。
【請求項８】  前記少なくとも１つのセンサが前記乗客
モニタリング車両安全シートの幼児支持装置の部部に組
み込まれる請求項１に記載の乗客モニタリング車両安全
シート。
【請求項９】  車両安全シートに座らされる乗客の生命
活動機能をモニタリングするシステムを具備する乗客モ
ニタリング車両安全シートにおいて、
ａ）ｉ）乗客に関する選択された生命活動機能を示す出
力信号をそれぞれ与える少なくとも２つのセンサと、
ii）前記少なくとも２つのセンサにより発生された前記
生命活動機能の出力信号をデジタル信号へと変換するマ
ルチプレクサと、
iii）前記デジタル信号を送信する手段とを具備するセ
ンサ／送信器ユニットと、
ｂ）ｉ）前記センサ／送信器ユニットにより送信された
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前記デジタル信号を受信する手段と、
ii）前記デジタル信号を、前記少なくとも２つのセンサ
により発生された前記出力信号の一つに関する生命活動
機能情報を各々伝送する個々のチャネルへと分離するデ
コーダと、
iii）前記個々のチャネルから受信した生命活動機能の
情報に基づいて前記乗客に関する前記選択された生命活
動機能をリアルタイムで示す視覚的表示装置とを具備す
る受信器／表示装置ユニットとを有する乗客モニタリン
グ車両安全シート。
【請求項１０】  前記受信器／表示装置ユニットが、
ａ）前記少なくとも２つのセンサによりモニタリングさ
れる前記選択された生命活動機能に対応する予め記憶さ
れたベースライン情報を具備すると共に、前記デコーダ
から受信した情報を該予め記憶されたベースライン情報
と比較する常住プログラムを具備する比較器と、
ｂ）前記デコーダから受信した情報が前記予め記憶され
たベースライン情報により設定された限界から逸脱した
状態に応答する警報器とを有する請求項９に記載の乗客
モニタリング車両安全シート。
【請求項１１】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記乗客に関する脈拍を示しか
つ、前記視覚的表示装置が該脈拍を示す表示を行う請求
項１０に記載の乗客モニタリング車両安全シート。
【請求項１２】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記乗客に関する体温を示しか
つ、前記視覚的表示装置が該体温を示す表示を行う請求
項１０に記載の乗客モニタリング車両安全シート。
【請求項１３】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記乗客に関する呼吸を示しか
つ、前記視覚的表示装置が該呼吸を示す表示を行う請求
項１０に記載の乗客モニタリング車両安全シート。
【請求項１４】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記乗客により発せられる音声を
示す音響信号でありかつ、前記視覚的表示装置が該音声
を示す表示を行う請求項１０に記載の乗客モニタリング
車両安全シート。
【請求項１５】  前記表示装置が、前記乗客により発せ
られる音声を示す前記音響信号に対する音響応答を与え
る請求項１４に記載の乗客モニタリング車両安全シー
ト。
【請求項１６】  前記少なくとも２つのセンサがブレス
レットに組み込まれる請求項１０に記載の乗客モニタリ
ング車両安全シート。
【請求項１７】  前記少なくとも２つのセンサのうち少
なくとも１つが前記乗客モニタリング車両安全シートの
幼児支持装置に組み込まれる請求項１０に記載の乗客モ
ニタリング車両安全シート。
【請求項１８】  使用者の生命活動機能をモニタリング
するシステムを具備する幼児支持装置において、
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ａ）ｉ）使用者に関する選択された生命活動機能を示す
出力信号をそれぞれ与える少なくとも２つのセンサと、
ii）前記少なくとも２つのセンサにより発生された前記
出力信号をデジタル信号へと変換するマルチプレクサ
と、
iii）前記デジタル信号を送信する手段とを具備するセ
ンサ／送信器ユニットと、
ｂ）ｉ）前記センサ／送信器ユニットにより送信された
前記デジタル信号を受信する手段と、
ii）前記デジタル信号を、前記少なくとも２つのセンサ
により発生された前記出力信号の一つに関する生命活動
機能情報を各々伝送する個々のチャネルへと分離するデ
コーダと、
iii）前記個々のチャネルから受信した生命活動機能の
情報に基づいて前記使用者に関する前記選択された生命
活動機能をリアルタイムで示す視覚的表示装置とを具備
する受信器／表示装置ユニットとを有する幼児支持装
置。
【請求項１９】  前記受信器／表示装置ユニットが、
ａ）前記少なくとも２つのセンサによりモニタリングさ
れる前記選択された生命活動機能に対応する予め記憶さ
れたベースライン情報を具備すると共に、前記デコーダ
から受信した情報を該予め記憶されたベースライン情報
と比較する常住プログラムを具備する比較器と、
ｂ）前記デコーダから受信した情報が前記予め記憶され
たベースライン情報により設定された限界から逸脱した
状態に応答する警報器とを有する請求項１８に記載の幼
児支持装置。
【請求項２０】  前記センサ／送信器ユニットが、前記
幼児支持装置から取り外し可能である請求項１８に記載
の幼児支持装置。
【請求項２１】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記使用者に関する脈拍を示しか
つ、前記視覚的表示装置が該脈拍を示す表示を行う請求
項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項２２】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記使用者に関する体温を示しか
つ、前記視覚的表示装置が該体温を示す表示を行う請求
項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項２３】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記使用者に関する呼吸を示しか
つ、前記視覚的表示装置が該呼吸を示す表示を行う請求
項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項２４】  前記少なくとも２つのセンサにより発
せられる信号の１つが前記使用者により発せられる音声
を示す音響信号でありかつ、前記視覚的表示装置が該音
声を示す表示を行う請求項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項２５】  前記表示装置が、前記使用者により発
せられる音声を示す前記音響信号に対する音響応答を与
える請求項２４に記載の幼児支持装置。
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【請求項２６】  前記少なくとも２つのセンサがブレス
レットに組み込まれる請求項１８に記載の幼児支持装
置。
【請求項２７】  前記少なくとも２つのセンサのうち少
なくとも１つが前記幼児支持装置に組み込まれる請求項
１８に記載の幼児支持装置。
【請求項２８】  前記幼児支持装置が車両安全シートで
ある請求項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項２９】  前記幼児支持装置がゆりかごである請
求項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項３０】  前記幼児支持装置がベビーベッドであ
る請求項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項３１】  前記幼児支持装置がベビーカーである
請求項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項３２】  前記幼児支持装置がキャリッジである
請求項１８に記載の幼児支持装置。
【請求項３３】  幼児支持装置に乗せられた幼児の生命
活動機能をモニタリングする方法において、
前記幼児支持装置に乗せられた幼児に関する選択された
生命活動機能を示す出力信号を発生する少なくとも１つ
のセンサを設けるステップと、
前記少なくとも１つのセンサにより発生された前記出力
信号を送信するステップと、
前記幼児支持装置に乗せられた前記幼児に関する選択さ
れた生命活動機能を示す出力信号を発生する前記センサ
から離れた表示装置を用いて前記送信された出力信号を
受信し、該表示装置により受信された前記送信された出
力信号に基づいて前記幼児支持装置に乗せられた前記幼
児に関する前記選択された生命活動機能を示す視覚的表
示を行うステップとを含む幼児支持装置に乗せられた幼
児の生命活動機能をモニタリングする方法。
【請求項３４】  前記少なくとも１つのセンサにより発
生された前記出力信号をデジタル形式信号へ変換するス
テップと、
前記デジタル形式信号を送信するステップと、
前記デジタル形式信号を前記表示装置を用いて受信する
ステップとをさらに含む請求項３３に記載の幼児支持装
置に乗せられた幼児の生命活動機能をモニタリングする
方法。
【請求項３５】  前記表示装置を用いて受信した前記デ
ジタル形式信号を、デコードしかつ各チャネルへ分離す
るステップと、
前記各チャネルから受信されたデジタル情報に基づいて
前記視覚的表示を行うステップとをさらに含む請求項３
４に記載の幼児支持装置に乗せられた幼児の生命活動機
能をモニタリングする方法。
【請求項３６】  前記幼児支持装置に乗せられた前記幼
児に関する前記選択された生命活動機能を示すベースラ
イン情報を用いて、前記表示装置に常駐するプログラム
により前記デジタル形式信号を解析するステップと、
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前記デジタル形式信号が前記ベースライン情報に基づく
限界から逸脱する状態に応答する警報器を設けるステッ
プとをさらに含む請求項３５に記載の幼児支持装置に乗
せられた幼児の生命活動機能をモニタリングする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、車両安全シートに
 設置される乗客の１又は複数の生命活動機能をモニタ
リングするシステムに関し、当該乗客に関する生命活動
機能のリアルタイム表示を実現し、そして特に、本発明
は、例えば、車両安全シートに限定されない幼児支持装
置に乗せられる幼児に関する１又は複数の生命活動機能
をモニタリングしかつリアルタイム表示を実現すること
に関する。
【０００２】
【従来の技術】幼児及び又は児童用車両安全シートを車
両の前部座席上に設置すべきでないことがしばしば報告
され、また、ときには法律で制定されている。特に、乗
客側膨張エアバッグシステムが装備された車両の前部座
席上において云えることである。子供たちは車両の後部
座席に乗せられたときの方が約３０％安全であることが
研究により示されている。しかしながら、乗客側エアバ
ッグが膨らんだ場合に傷つける虞のない車両の前部座席
に関し、両親が子供たちを安全に座らせることができる
車両安全シートを開発しようとする努力が工業界では未
だにある。「前部座席において安全な」車両安全シート
を開発しようとする努力の背景には、子供たちを車両の
後部座席に座らせる要請に対して、両親が子供を視野外
に置きかつ手の届かない位置に置くことに不快感や心配
を抱いていることが推進力の一つとなっている。このよ
うに後部座席に乗せられた子供たち、特に後部座席に乗
せられた幼児たちについては、彼らの両親たちの多くが
子供たちの無事について不安を感じ、ときには、心配し
すぎた両親が 車両に搭乗している乗客の全体的な安全
を脅かすことさえある。このことは、１９９９年３月３
日刊行のＣＮＮの文献「Infant seat safe for a front
 seat?(前部座席における幼児シートは安全か)」に記載
されている。この文献は、所与の場合において、子供が
安全な座席位置に乗っており、安全シートが車の後部座
席に設置されている場合、このような安全シート条件下
での事故の約３０％が、運転手が後部座席の子供に気を
とられて道路からの注意が逸れたことによることを指摘
している。言い換えるならば、子供を心配する運転手
は、道路状態や車の運転よりもむしろ子供に注意を注ぐ
傾向がある。従って、後部座席位置に設置された安全シ
ートへ幼児や児童を座らせることは、幼児／児童の視点
からはより安全かもしれないが、車両全体の安全性は、
運転手が不注意となるために約３０％低減すthreatenる
とも云える。このような危険性は、安全性の観点から許
容することはできない。
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【０００３】車両内に乗せられる幼児及び児童をモニタ
リングするために、過去において種々の装置が開発され
た。これらの過去の装置の幾つかは、車両の後部座席の
安全シート位置に子供たちを座らせることに関連して上
記の問題を克服しようとする試みであった。例えば、運
転手／子供の触れ合いを改善するための２つの安全シー
ト装置の例が米国特許No.5,668,526及び5,285,321に開
示されている。双方の特許とも、幼児との触れ合いが低
減されるという両親の不安の問題を認識し、そして双方
の特許とも、両親が運転中に後部座席の子供を見ること
ができるように鏡を配置することによりこの問題を解決
している。車両安全シートに関連する安全シート問題を
目的とするものではないが、他の車両関連モニターが子
供たちをモニタリングするために開発されている。この
ようなモニターとしては、例えば、駐車した車にうっか
り子供を閉じ込めてしまわないように警報を鳴らす子供
モニタリング装置が米国特許No.5,793,291に開示されて
いる。他のこの種のモニターは、子供の誘拐を防ぐため
に開発されており、米国特許No.5,640,145に開示されて
いる。さらに他の車両関連モニターは、乗客側前部座席
上に幼児や子供がいるかいないかに反応するように開発
されている。このような装置は、幼児や子供の安全シー
トの存在を検知したならば、乗客側エアバッグシステム
を作動不能とする手段を含む場合がある。例えば、米国
特許No.5,996,421及び米国特許No.5,838,233に開示され
ている。
【０００４】さらに、車両使用に関連しない多くの様々
な幼児／児童モニタリング装置もまた開発されている。
例えば、濡れたおむつを検知するモニタリングシステ
ム、離れた位置にいる子供の活動を単純にモニタリング
する音響モニターシステムがあり、それぞれ米国特許N
o.5,838,240及び5,119,072に開示されている。乳幼児突
然死症候群(ＳＩＤＳ)を防止するために早期警告を発し
ようとする多数のモニタリング装置が存在する。例え
ば、米国特許No.5,914,660、No.5,912,624、No.5,400,0
12、No.5,241,300及びNo.4,851,816がある。これらの装
置は、動きや音響の検知器から温度や呼吸のセンサまで
広範囲にわたり、モニターシステムの一つには、ＳＩＤ
Ｓの発生可能性に関する警告とともに濡れたおむつも検
知し反応する装置さえ含まれる。
【０００５】最後に、大人が利用するために開発された
車両関連モニターシステムもあり、特に、眠気のある運
転手がハンドルを握ったまま眠ってしまわないように警
告するシステムが開発された。このような装置のうち２
つは、米国特許No.6,016,103及びNo.4,569,536に開示さ
れている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】多くの様々な幼児／児
童モニタリング装置がこれまで開発され、車両で用いる
ことができる種々のモニターシステムが存在するが、車
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7
両の後部座席上の安全シート位置に置かれた車両安全シ
ートに乗っている幼児／児童の無事に関する情報のリア
ルタイム表示を運転手に提供するモニターシステムに関
する技術は皆無である。従って、上述の１９９９年３月
３日のＣＮＮの文献に示されたように、後部座席にいる
子供に関する運転手の心配を克服すると同時に運転手の
運転に対する集中を維持させることができる技術が、長
い間要望されてきた。
【０００７】本発明の目的は、車両安全シートに乗せら
れた乗客の１又は複数の生命活動機能をモニタリングす
るためのシステムを具備する車両安全シートを提供する
ことである。
【０００８】本発明の更なる目的は、車両安全シートに
乗せられる乗客に関する１又は複数の生命活動機能をリ
アルタイム表示することができる乗客モニタリング車両
安全シートを提供することである。
【０００９】本発明の更なる目的は、乗客生命活動機能
をモニタリングしてそれと予め記憶された生命活動機能
データと比較することができる乗客モニタリング車両安
全シートを提供することである。
【００１０】本発明の更なる目的は、乗客活動機能が予
め記憶された生命活動機能データにより設定された限界
から外れた場合の状態に応答する警報器を具備する乗客
モニタリング車両安全シートを提供することである。
【００１１】最後に、本発明の目的は、車両の後部座席
の安全シート位置に幼児を座らせることについての運転
手の不安を低減する幼児モニタリング安全シートを提供
することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】前述の本発明の目的及び
利点を満足すべく、本発明は、車両安全シートに乗せら
れる乗客の生命活動機能をモニタリングするための改善
された乗客モニタリング安全シート及びシステムを提供
する。当該システムは、車両安全シートに乗せられる乗
客と接触するようになされた少なくとも１つのセンサを
具備することにより前記センサがその乗客に関する選択
された生命活動機能を示す電気的出力信号を発生しかつ
伝送する。前記車両安全シートから離れたている表示ユ
ニットが、受信器と、センサにより伝送された出力信号
を取得しかつ増幅する回路とを具備し、さらに前記表示
ユニットは、前記選択された生命活動機能を示す視覚的
表示を提供する。前記表示ユニットはさらに、前記セン
サからの前記出力信号が予め選択された範囲から逸脱し
た場合に警報を発生する。
【００１３】
【発明の実施の形態】図１～図３は、車両Ｖの後部座席
Ｒ上の好適な安全シート位置にある本発明の乗客モニタ
リング車両安全シート１を示す図である。乗客モニタリ
ング安全シート、すなわち幼児モニタリング車両安全シ
ート１は、幼児支持装置２とベース３とを有し、ベース
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３は幼児支持装置２をベース３へ取り付けるための協働
ロック器具４を具備する。図示しないが、ベース３は、
車両安全コードに適合する任意の公知技術による固定器
具を用いて車両シートＲへ固定されているものとする。
幼児支持装置２の好適例、幼児モニタリング車両安全シ
ート１は、出願人の先願に係る米国特許No.5,765,893に
開示された安全シートと類似のものであり、当該文献を
参照することによりその開示内容をここに含める。
【００１４】図１～図３を参照すると、好適な幼児モニ
タリングシステムは、センサ／送信器（Ｓ／Ｔ）ユニッ
ト５（破線で概略的に示されている）と、ダッシュボー
ドＤ上に装着された受信器／表示装置（Ｒ／Ｄ）ユニッ
ト６とを有する。Ｓ／Ｔユニットは、センサ部５ａ、音
響部５ｂ、及び、センサ５ａ及び音響部５ｂにより発生
された電気信号を受信する送信器５ｃを具備する。好適
例では、Ｓ／Ｔユニットの各部分５ａ、５ｂ及び５ｃ
は、車両安全シート１の幼児支持装置２の内部に組み込
まれ、一方、Ｒ／Ｄユニット６は、幼児支持装置２から
分離されていることにより、離れた位置に設置すること
ができる。設置位置は、運転手の近くの、例えば車両の
ダッシュボードＤ上であるが、これに限定しない。別の
実施例におけるＳ／Ｔユニット５は、その各部分５ａ、
５ｂ及び５ｃが幼児支持装置２から取り外し可能とされ
ることにより、Ｓ／Ｔユニットを別の幼児支持装置、例
えば、ベビーカー、キャリッジ、ベビーベッド等に乗せ
られた幼児をモニタリングするために用いることができ
る。
【００１５】センサ部５ａは、モニタリングされる幼児
の選択された特定の生命活動機能を検知するために適し
た少なくとも１つのセンサを具備する。図４（Ａ）及び
図４（Ｂ）に示された一実施例では、センサ装置が、フ
レキシブル帯片９を有し、フレキシブル帯片９の両端に
設けたベルクロ(Velcro)ファスナー１１ａ及び１１ｂ若
しくは他の適宜の固定手段の協働部分を取り付けること
によりブレスレット１０を形成することができる。少な
くとも１つのセンサ８がフレキシブル帯片９の表面１２
へ取り付けられることにより、フレキシブル帯片が図４
（Ｂ）のようにブレスレットへ形成されたとき、センサ
８がセンサ装置の内側表面１２に沿って配置される。好
適例では、脈泊と体温をそれぞれ検知する２つのセンサ
８、８ａを具備するセンサブレスレット１０を具備す
る。センサ装置１０は、図６及び図７に示すようにモニ
タリングされる子供Ｃの腕か脚に取り付けられるが、脚
への取り付けが好ましい。なぜなら、子供Ｃによりいじ
られることが少ないからである。センサ８及び８ａにお
ける電気的センサ素子は、子供Ｃの皮膚に接触するよう
に設置されることにより、脈拍と体温をより正確に検知
することができる。しかしながら、センサ８及び８ａ
が、モニタリングされる子供の皮膚に接触することなく
選択された生命活動機能を示す電気信号を発生できる場
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9
合、例えば、衣服に接触するだけでよい場合等は、本発
明の主旨から逸脱することなくこれらのセンサをそのよ
うに設置することができる。
【００１６】図３を再び参照すると、センサ８は増幅器
１３へ電気信号を伝送し、センサ８ａは増幅器１３ａへ
電気信号を伝送し、そして増幅器１３及び１３ａは、例
えば、３ボルトＤＣ電源により電源供給される。しかし
ながら、これらは、ジャック接続（図示せず）を介して
車両電源へ取り付けることもできる。増幅された信号
は、マルチプレクサ１４により受信され、ここで各信号
がデジタル形式へ変換され、その出力が送信器１５へ与
えられる。送信器は、センサ８及び８ａ(図１)の双方か
らの情報を含む無線信号１６を送信する。または、Ｓ／
Ｔユニットが、センサ８及び８ａ(図２)の双方からの情
報を含むライン信号１７を送信してもよい。送信信号の
電力は比較的小さく、例えば、約８００～９７０ＭＨｚ
の周波数範囲で約０．１ワットまでである。好適な周波
数は約９００ＭＨｚである。
【００１７】図１～図３に示すように、Ｓ／Ｔユニット
は、呼吸状態をモニタリングするために任意の音響セン
サ装置５ｂを具備してもよい。音響センサは、オーディ
オ・テクニカ(Audio-technica)により販売されているモ
デルＡＴＭ３５と同様のビルトイン小型マイクロフォン
８ｂを有する。マイクロフォン８ｂは、図１及び図２に
示すようにモニタリングされる幼児Ｃの呼吸音を抽出す
るように設置される。マイクロフォン８ｂは、幼児の呼
吸をモニタリングするために適切な位置にて幼児支持装
置２の衝突保護パプス部１９へ組み込んでもよい。図３
に示すように、小型マイクロフォン又は呼吸センサ８ｂ
は、増幅器１３ｂへ電気信号を伝送し、増幅された信号
がマルチプレクサ１４へ伝送され、ここで信号はデジタ
ル形式へ変換され、そして３つのセンサ８、８ａ及び８
ｂ全てからの情報を含む出力信号が送信器１５へ与えら
れる。
【００１８】図３を再び参照すると、送信器１５から出
された無線信号はＲ／Ｄユニット６に格納された受信器
２１により取得され、取得された信号は、例えば１２ボ
ルト電源により駆動される増幅器２２へ伝送される。図
２の別の実施例では、ライン信号１７がＲ／Ｄユニット
６へ伝送され、センサ８、８ａ及び８ｂからの情報を含
むデジタル化信号が、マルチプレクサ１４と増幅器２２
の間に延びるライン１７により供給される。増幅された
信号がデコーダ２３により受信され、デコーダ２３は組
み合わされた信号を、モニタリングされるそれぞれの生
命活動機能を示す個々のチャネルへ分離する。この場
合、デコーダ２３は、脈拍チャネル２５，体温チャネル
２５ａ、及び音響若しくは呼吸チャネル２５ｂへ信号を
分離する。各信号は、デコーダ２３により解析され、出
力が、Ｒ／Ｄユニット６に設けられた脈拍表示装置２
６、体温表示装置２６ａに与えられる。センサ８ｂに対
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応する音響信号は、スピーカ２８へ供給される。音響又
は呼吸信号は、呼吸表示装置２８ｂへ供給してもよい。
生命活動機能表示装置２６、２６ａ及び２６ｂは、液晶
表示装置（ＬＣＤ）、デジタルＬＥＤ表示装置、又は他
の任意の表示装置であって、モニタリングされる生命活
動機能を示す波形パターン及び／又は文字数字表示をユ
ーザに提供するために適切な表示装置のいずれかを有し
てもよい。
【００１９】さらに、デコードされた体温及び脈拍のデ
ータ、そして必要な場合は呼吸のデータが比較器２４へ
伝送される。比較器２４は、データの入力ストリーム
と、モニタリングされる生命活動機能に関して予め記憶
されたベースライン情報とを比較するための常住プログ
ラムを具備する。リアルタイムの体温、脈拍、若しくは
呼吸のデータが予め記憶された情報により設定された所
定の限界より逸脱した場合、比較器２４から音響／視覚
警報器２７を起動するための信号が伝送される。もし必
要であれば、警報器を起動する予め記憶された限界を調
整可能とし、ユーザが警報器設定を選択できるようにし
てもよい。
【００２０】図６、図７及び図８を参照すると、幼児モ
ニタリング装置は、一つの特定の車両安全シートに用い
られることに限定されず、現在市販されている車両又は
将来市販されることになる車両のいずれの任意の車両安
全シートにも適合するように適応させることができる。
さらに、このモニタリング装置は、図８に示すようにセ
ンサ部５ａ及び送信部５ｂの双方を一つのブレスレット
装置１０へ組み込むように変更することができる。この
ようなブレスレットは、Ｒ／Ｄユニット６に対して無線
信号を送信することもでき、又は、直接ライン信号を伝
送することもできる。
【００２１】再び図８を参照すると、センサ装置は、モ
ニタリングされる乗客の選択された生命活動機能を示す
電気信号を検知しかつ供給するための少なくとも１つの
センサを具備するブレスレット１０を有する。図８に示
す実施例においては、ブレスレットが脈拍センサ８と体
温センサ８ａとを具備する。センサ８及び８ａからの出
力信号は、駆動される増幅器４０及び４０ａへそれぞれ
伝送され、増幅された信号はマルチプレクサ４１により
受信され、ここで増幅器４０及び４０ａからの信号はデ
ジタル形式へ変換され、マルチプレクサ４１からの出力
は送信器４２へ供給され、送信器４２はセンサ８及び８
ａの双方からの情報を含む無線信号４３を送信する。音
響又は呼吸センサ８ｂは、幼児モニタリング車両安全シ
ートの幼児支持装置２へ取り付けられる。センサ８ｂに
より発生された出力信号は、駆動される増幅器４０ｂへ
伝送され、増幅された信号は送信器４４により受信され
る。送信器４４はセンサ８ｂからの音響情報を含む無線
信号を送信する。無線信号４３及び４５もまた、低電力
駆動される信号であり、別個の信号に関する情報を維持
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11
するために２つの無線信号は異なる周波数にて送信され
る。
【００２２】Ｒ／Ｄユニット６は、送信器４２から入力
する無線信号４３を受信するための受信器４６と、送信
器４４から入力する無線信号４５を受信するための受信
器４７とを具備する。前述の通り、取得された信号は、
例えば１２ボルト電源により駆動される増幅器２２へ伝
送される。増幅された信号はデコーダ２３により受信さ
れる。デコーダ２３は、組み合わされた信号を、モニタ
リングされる個々の生命活動機能を示す個々のチャネル
へ分離する。この場合、デコーダ２３は信号を、脈拍チ
ャネル２５と体温チャネル２５ａとに分離する。各信号
は、デコーダ２３により解析され、その出力が、Ｒ／Ｄ
ユニット６に設けられた脈拍表示装置２６及び体温表示
装置２６ａに示される。センサ８ｂに対応する音響信号
情報を含む受信器４７からの出力は、電力増幅器４８へ
供給される。増幅された音響若しくは呼吸信号は、呼吸
表示装置２６ｂ及び／又はスピーカー２８へ供給され
る。
【００２３】さらに、デコードされた脈拍及び体温のデ
ータが、ライン４９を介して比較器２４へ伝送され、音
響若しくは呼吸のデータがライン５０を介して比較器２
４へ伝送される。比較器２４により受信された入力スト
リームのリアルタイム・データは、モニタリングされる
生命活動機能に関して予め記憶されたベースライン情報
と比較される。いずれかの入力するリアルタイム・デー
タ、例えば、脈拍、体温若しくは呼吸のデータが、予め
記憶された情報により設定された所定の限界を逸脱した
場合、比較器２４から音響／視覚警報器２７を起動する
信号が伝送される。もし必要であれば、警報器を起動す
る予め設定された限界を調整可能とすることにより、ユ
ーザが警報器の設定を選択することができる。
【００２４】図９、図１０及び図１１に示す別の実施例
においては、幼児モニタリング装置が幼児モニタリング
車両安全シートから分離され、別の幼児支持装置３４へ
取り付けられた状態が示されている。例えば、ベビーベ
ッドであるが、これに限定されない。Ｓ／Ｔユニット５
及びＲ／Ｄユニット６は、幼児モニタリング車両安全シ
ート及びダッシュボードからそれぞれ取り外し可能であ
り、ゆりかご、ベビーベッド、ベビーカー、乳母車、キ
ャリッジ等を含む別の幼児支持装置に用いることができ
るものとする。この場合、図１０に示すようにＳ／Ｔユ
ニット５は、一般に、Ｒ／Ｄユニット６とは別の部屋に
設置される。
【００２５】図９、図１０及び図１１を参照すると、幼
児モニタリング装置は、図９では車両安全シート１の幼
児支持装置２に接続され、そして図１０では別の幼児支
持装置に接続されて用いられているように示されてい
る。ベビーベッド３４は、第１の部屋３５の中に配置さ
れ、そしてＲ／Ｄユニット６は第２の部屋３６の中に配
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置される。Ｓ／Ｔユニットのセンサ部５ａは、例えば、
脈拍センサである少なくとも１つのセンサを具備するブ
レスレット１０を有し、これは幼児支持装置２又は３４
に乗せられた幼児Ｃへ取り付けられる。小型マイクロフ
ォンを有する音響センサ５ｂは、幼児の呼吸リズム及び
他の幼児が発する鳴き声やむずかり声等をモニタリング
するために適切な幼児支持装置２又は３４の簡便な場所
へ取り付けられる。マイクロフォンは、幼児Ｃの触れら
れる範囲外でベビーベッド３４へ取り付けることが好ま
しい。同様に、送信器５ｃは、ブレスレット１０内に設
けたセンサ及び小型マイクロフォン８ｂからそれぞれ出
される低周波無線信号４３ａ及び４５ａを受信するため
に適切な位置にて幼児Ｃの触れられる範囲外でベビーベ
ッド３４へ取り付けられる。
【００２６】図１１を参照すると、ブレスレット１０を
有するセンサ装置が、モニタリングされる幼児の選択さ
れた生命活動機能を示す電気信号を検知しかつ供給する
少なくとも１つのセンサを具備する。図１１に示す実施
例では、ブレスレットが脈拍センサ８及び体温センサ８
ａを具備する。センサ８及び８ａからの出力信号は、電
源駆動される増幅器４０及び４０ａへそれぞれ伝送さ
れ、そして増幅された信号はマルチプレクサ４１により
受信され、そこで増幅器４０及び４０ａからの信号はデ
ジタル形式へ変換され、マルチプレクサ４１からの出力
は送信器４２へ与えられる。送信器４２は、センサ８及
び８ａからの情報を含む無線信号４３ａを送信する。音
響又は呼吸センサ８ｂは、幼児モニタリング車両安全シ
ートの幼児支持装置２の部分へ取り付けられる。センサ
８ｂにより発生された出力信号は、電源駆動される増幅
器４０ｂへ伝送され、増幅された信号は送信器４４によ
り受信される。送信器４４は、センサ８ｂからの音響情
報を含む無線信号４５ａを送信する。無線信号４３ａ及
び４５ａもまた低電力信号であり、別個のチャネルに関
する情報を保持するために２つの無線信号は異なる周波
数で送信される。
【００２７】中間受信器／送信器ユニットＲ／Ｔ５１
は、送信器４２及び４４により発生される無線信号４３
ａ及び４５ａを受信しかつ再送信する。Ｒ／Ｔユニット
５１は送信器４２からの入力無線信号に同調された受信
器５２と、送信器４４からの入力無線信号に同調された
受信器５５とを具備する。受信された信号は、増幅器５
３及び５６を介して増幅され、増幅された信号は送信器
５４及び５７へ伝送され、送信器５４及び５７は、無線
信号４３及び４５を送信し、そしてＲ／Ｄユニット６に
より受信される。
【００２８】送信器５４から送信された入力無線信号４
３は、受信器４６により受信される。取得された信号
は、例えば１２ボルト電源により駆動される増幅器２２
へ伝送される。増幅された信号は、デコーダ２３により
受信され、デコーダ２３はこの組み合わされた信号を、
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モニタリングされる個々の生命活動機能を示す個々のチ
ャネルへと分離する。この場合、デコーダ２３は、信号
を、脈拍チャネル２５と、体温チャネル２５ａとに分離
する。各信号はデコーダ２３により解析され、その出力
が、Ｒ／Ｄユニット６に設けられた脈拍表示装置２６及
び体温表示装置２６ａに示される。送信器５７から送信
された入力無線信号４５は、受信器４７により受信さ
れ、そしてセンサ８ｂに対応する音響信号情報を含む受
信器４７の出力は、増幅器４８へ与えられる。増幅され
た音響又は呼吸信号は、呼吸表示装置２６及び／又はス
ピーカー２８へ与えられる。
【００２９】さらに、デコードされた脈拍及び体温のデ
ータは、ライン４９を介して比較器２４へ伝送され、そ
して音響又は呼吸のデータは、ライン５０を介して比較
器２４へ伝送される。比較器２４により受信されたリア
ルタイム・データの入力ストリームは、モニタリングさ
れる生命活動機能に関する予め記憶されたベースライン
情報と比較される。入力されるリアルタイム・データ、
例えば、脈泊、体温又は呼吸のデータが、予め記憶され
た情報により設定される所定の限界から逸脱した場合
は、音響／視覚警報器２７を起動するための信号が比較
器２４から伝送される。もし必要であれば、警報器を起
動する予め記憶された限界を調整可能とすることによ
り、ユーザが警報器の設定を選択できるようにする。
【００３０】以上の通り、本発明が好適設計を有するも
のとして説明されたが、本発明の原理にほぼ追随した更
なる変形、利用、及び／又は適応が可能であることは明
らかであり、本発明に関する技術における一般技術の範
囲内で本発明の開示からのこのような逸脱も含むものと
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】車両の後部座席に設置された本発明の幼児モニ
タリング車両安全シートの外観図である。
【図２】車両の後部座席に設置された本発明の幼児モニ
タリング車両安全シートの別の実施例の外観図である。
【図３】幼児モニタリング車両安全シートに乗せられた
幼児をモニタリングする本発明のセンサ／送信器の部分
及び受信器／表示装置の部分の概略的図である。
【図４】（Ａ）はセンサ装置の等大図であり、（Ｂ）は
ブレスレット形態とした（Ａ）のセンサ装置を示す図で
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ある。
【図５】幼児モニタリング車両安全シートの更に別の実
施例を示す図である。
【図６】異なる車両安全シートと組み合わせて用いられ
ている幼児モニタリング装置を示す図である。
【図７】別のセンサ位置を示す図６と同様の図である。
【図８】本発明の幼児モニタリング車両安全シートに乗
せられた幼児をモニタリングする別のセンサ／送信器ユ
ニット及び受信器／表示装置ユニットを示す概略図であ
る。
【図９】車両安全シートの幼児支持装置に乗せられた幼
児をモニタリングするために用いた本発明の別の幼児モ
ニタリング装置を示す図である。
【図１０】別の幼児支持装置に乗せられた幼児をモニタ
リングするために用いた図９の幼児モニタリング装置を
示す図である。
【図１１】幼児支持装置に乗せられた幼児をモニタリン
グするために用いた別のセンサ／送信器ユニット及び受
信器／表示装置ユニットの実施例を示す概略図である。
【符号の説明】
１  乗客モニタリング車両安全シート
２  幼児指示装置
３  ベース
５  センサ／送信器（Ｓ／Ｔ）ユニット
６  受信器／表示装置（Ｒ／Ｄ）ユニット
８  センサ
１０  ブレスレット
１４  マルチプレクサ
１５  送信器
１７  ライン
２１  受信器
２２  増幅器
２３  デコーダ
２６  生命活動機能表示装置
２７  警報器
Ｃ  幼児
Ｄ  ダッシュボード
Ｒ  後部座席
Ｖ  車両
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